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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（若山武信君） これより、本日の会議を開

きます。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、６番五十嵐議員、９番獅畑議員を指

名いたします。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（栗山滋之君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

全員出席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第３ これより一般質

問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、大綱１、人口減少対策について、２、

少子化対策について、３、遊具の安全性について、

議席番号２番、太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して、質問させていただきますので、答弁のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 大綱１、人口減少対策について、①、市外地域か

らの移住対策について。人口減については、国も各

都道府県も全てが抱えている問題であります。この

日本で北海道全体で各市町村がしのぎを削り、市外

地からの移住対策について若い世代に移住してもら

えるような施策をとっております。赤平市でも若い

世代や高齢者にいろいろと考えております。例えば

高齢者には一部除雪費の援助とか、またおためし暮

らしということで実際にそこに住んでいただいて体

験して赤平市に住んでいただくというような赤平市

単独としては新規施策を含めさまざまな事業展開を

されておりますが、単に単独市の取り組みも限界が

あり、定住自立圏構想を機に広域的な取り組みも必

要と考えますが、いかがなものでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 人口減少対策につ

いてお答えさせていただきます。 

 移住のみだけではなく、定住を含めた人口減少対

策として第５次赤平市総合計画に位置づけられた産

業振興、少子化対策、住環境整備の３つの重点プロ

ジェクトを中心に企業に対する各種助成制度や中学

生以下の医療費無料化、公的住宅整備など暮らしや

すい環境づくりを推進しているほか、おためし暮ら

しの実施、さらには本年度から民間賃貸住宅の建設、

リフォーム、家賃の助成制度を創設をしております。

しかし、現実的には根本的な打開策はなく、人が住

み続け、住みかえていただくには多分野にわたる諸

条件の整備が必要になってまいります。そこで、議

員が言われるように赤平市単独の施策を継続的に進

めると同時に、今後は中空知管内における定住自立

圏の形成協定を機に交流、移住促進につきましても

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野とし

て協定書の中で位置づけられておりますので、共生

ビジョンの協議の場を通じまして具体的な施策を検

討し、中空知圏域全体が移住、定住を促進できるよ

う連携強化に努めてまいりたいと思いますので、ご

理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 ただいま答弁に

ありましたように、市単独では今までもいろいろと

計画実行されてきたと思いますが、今後中空知全体

で定住自立圏の形成協定ということで、これまた相

手の市町村があることなので、見守っていきたいと

思います。この質問については、以上で終わらせて

いただきます。 

 大綱２、少子化対策について、①、子育てしやす

い環境づくりについて。私たち日本の国も各都道府
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県も全てと言っていいくらい少子高齢化になってき

ております。高齢化が進んでいるということは、若

い世代がいない、また子供がいないということであ

ります。私たちの住んでいる赤平市もまさに少子高

齢化であります。しかし、ある新聞によると、私た

ちのまちの周りを見ると旧産炭地として栄えた市町

が多く、炭鉱の閉山とともに人口は流出、各市町に

とどまり続ける住民が高齢となる一方、高齢者を支

える側の生産人口年齢、これは15歳から64歳で、こ

れは減少の一途で人口構造のアンバランスが続いて

おります。全道１位の夕張市を初め、道内の10位ま

でを７市町が占め、旧産炭地だった市町が上位に並

んでいると掲載されておりました。また、まちづく

りコーディネーターであり、道内都市の都市計画や

地域計画づくりにもかかわってきた吉岡宏高札幌国

際大学教授は、日本が進む高齢化社会を真っ先に体

現している空知はあすの日本のかがみで、今後の空

知の取り組みが注目と話していたとあります。また、

同じ新聞の５月９日の記事の中に2040年に20代から

30代の女性人口は道内147市区町村で半減と掲載さ

れておりました。有識者会議でも存続の危機を指摘

しており、札幌市でも厚別区や南区も減少率が50％

を上回っており、函館市や釧路市なども含めて道内

では都市部でも人口減が一挙に進む可能性が高まっ

たと言われております。各自治体や企業は、子育て

しやすい環境をつくるための意識改革が必要と指摘

されておりました。けれども、これは国を挙げての

少子化対策のおくれであり、ただ単に各市町村のせ

いではないと思います。しかし、現実は窓口の各市

町村であります。今現在新聞に掲載された道内市町

村で女性減少率の高い10市町村の中に赤平市は入っ

ておりません。これまで市長を中心に市民と議会が

あの苦しいときを、赤平市が破綻ということが連日

テレビ、新聞等で報道され、その中で乾いたタオル

を幾ら絞っても水の一滴も出ないといったあのとき

の高尾市長の胸のうちを思うとき、市長を先頭に職

員の削減や賃金カットなどさまざまな施策を出し、

今日を迎えたわけですが、その後中学生以下の医療

費無料のほかに、移住、定住の世帯には月３万円の

商品券の交付とか、ともかく働く場所の確保につい

ては赤平市にはまだ仕事を求人している会社があり

ます。まだ私たちが認識していない女性減少率が他

の市町村から見れば、赤平市は極めて少ないことで

あります。今ならまだ急激な人口減少にはなってい

ないものの、ここ数年の中で考えていかなければな

らない問題だと思います。まだまだ市長を中心に市

民と議会が力を合わせて頑張っていくならば、身の

丈に合ったまちづくりができると思います。さらに、

若い世代をこの赤平市にとどまってもらうために

も、子育てしやすい環境づくりのためにも保育料の

援助とか、幼稚園費の援助などは考えられないもの

でしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（若山武信君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（永川郁郎君） お答えいたします。 

 子供は、社会の希望、未来をつくる力であり、安

心して子供を産み育てることのできる環境づくりは

国及び地方自治体が一体的に取り組まなければなら

ない最重要課題の一つでありますが、急速な少子化

の進行と家庭や地域を取り巻く環境の変化に対応し

ていくため、一昨年子ども・子育て支援法が成立を

いたしました。当市では、この法律に基づき市町村

ごとに策定が義務づけられる子ども・子育て支援事

業計画を年度内に策定をいたします。この事業計画

は、各年度における幼稚園、保育所の利用者見込み

や保育士等の体制の内容、延長保育や一時預かり、

放課後児童クラブなどの利用量の見込みや職員体制

の内容等が必須記載事項となっておりますが、この

ほか各自治体独自の子育て支援策についても事業計

画に掲載していくことになります。若者世帯が安心

して暮らすための当市独自の施策としては、今年度

から家賃助成制度が始まっているところですが、保

育所の保護者負担につきましても当市では平成23年

度から国の基準を参考に入園、入所児童を対象とし

て第２子を半額、第３子からは無料としているとこ

ろです。また、幼稚園もこれに準じた減免制度を設

けておりますけれども、管内ではさらなる保護者負
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担の軽減策を講じている自治体もございます。当市

では、子ども・子育て支援事業計画策定の基礎資料

とするため、昨年末に小学生以下のお子さんのいる

世帯を対象としてアンケート調査を行いましたけれ

ども、自由意見では保育料が高いという記載が数多

くございましたので、保護者の方々の意識等を把握

し、また子ども・子育て会議の意見を伺いながら、

若い世帯に住みよいまちづくりを目指して各種事業

を検討してまいりますので、ご理解賜りますようお

願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 ただいま答弁に

ありましたように、幼稚園費の補助とか保育園費の

補助については他の市町村ではやっているところも

あるようですけれども、まだ赤平市は全面的には今

の答弁では無理ということで、それでもその可能性

はあるということなので、一年でも早く実行されれ

ばということを願う次第であります。この質問につ

いては、これで終わらせていただきます。 

 大綱３、遊具の安全性について、公園遊具の安全

性について。ことしの４月16日午後５時前、札幌白

石区の公園で小学３年生の男の子が鉄棒で遊んでい

たところ、鉄棒のバーが突然支柱から外れ、地面に

落ちて男の子は右手首を骨折する大けがをしたと新

聞やテレビ等で報道されました。札幌市が調べたと

ころ、鉄棒のバーと支柱をつなぐソケットという部

品が壊れ、今回の事故につながったといいます。札

幌市は、17日から20日まで市内の公園を緊急点検を

始め、市では使用禁止の黄色いテープを巻きつけ、

注意を呼びかけ、市内約1,300カ所の公園で鉄棒のバ

ーと支柱の接続部分の破損が14カ所、バーのゆがみ

が10カ所、支柱がぐらつくなどしたのが11カ所、合

計35カ所もの破損遊具が見つかったと。市は、ブラ

ンコや滑り台などほかの遊具の点検も急いでいると

のことでありまして、赤平市においても鉄棒やブラ

ンコを設置している公園があると思いますが、その

数は人口減もあり、公園の数も減ってきていると思

いますが、それでも何カ所ぐらいの公園があり、そ

の管理はどのようになっているのかお伺いいたしま

す。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 公園遊具の安全性につい

てお答えをさせていただきます。 

 都市公園の整備等につきましては、国の社会資本

整備重点計画に基づき地方公共団体が管理する都市

公園施設の安全性の確保及びライフサイクルコスト

削減の観点から、予防保全的管理による長寿命化対

策を含めた計画的な改築等に係る取り組みの推進が

図られております。本市においても赤平市公園施設

長寿命化計画を策定し、平成23年度から平成25年度

までに13カ所の公園遊具の更新を進めてきており、

楽しく安全に利用できる公園へと努めているところ

であります。 

 ご質問の公園数でありますが、建設課で管理をし

ている公園は都市公園27カ所、その他公園15カ所と

団地内公園22カ所の全64カ所の公園を管理してお

り、その中で遊具が設置されている公園は34カ所で

あります。 

 公園施設の管理状況につきましては、４月の融雪

時から10月までの間職員による日常点検を月に１度

行っており、遊具を実際に使い、異音やがたつきが

ないかなどを調べています。また、公園点検業者に

委託をし、日本公園施設業協会が定めた専門技術者

による遊具の安全に関する基準に基づいた定期点検

を年に１度春先に実施しております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 また、ことし５

月１日、千歳市のとみおか５号公園で５歳の女の子

が遊具で遊んでいたところ、一部が突然壊れ、52セ

ンチの高さから地面に落ちて腹部と手首にけがをし

たということです。ちなみに、この遊具はＦＲＰと

いう強化プラスチック製のもので、乗り台の下部後

方にある支柱との接続部分で幅15センチほどの金具

でＦＲＰ部分を挟み込み、ボルト２本で締めつけて

いたといいます。これは、乗り台にまたがって前後
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に動かして遊ぶ遊具で、長さが64センチ、幅44セン

チの大きさで、点検した業者によると2007年の７月

に設置され、ことしは４月29日、遊具の点検資格を

持つ業者が点検していたそうであります。点検して

いた業者によると、足を乗せる部分で小さな亀裂が

見つかっていて、ＡからＤまでの４段階判定で上か

ら３番目のＣにしたといいます。ただ、安全性に問

題はないとして、千歳市もほかに異常がなかったこ

とから使用禁止にしなかったといいます。千歳市で

は、10カ所の公園にある同型の遊具18基を緊急点検

し、使用禁止にする措置をとったとあります。赤平

市においてもこのたびの千歳市と同型の遊具が一番

近いところでは総合体育館の横のほうに設置されて

おります。この遊具に関しては、市民まつりの会場

にも近いことから、たまに小学生の高学年が使用し

ているのを見かけます。これは、重量オーバーかな

と心配しておりました。具体的に重量制限があるの

か、どんな形で点検されているのか、このＦＲＰの

遊具は市内に何基あるのかお伺いいたします。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 千歳市で事故が発生しま

した遊具は、一般的にスプリング遊具と呼ばれるも

ので、市内の公園では平岸中央公園に３基、ふれあ

い遊園に２基、福栄団地内公園に１基の計６基が設

置されております。 

 スプリング遊具の対象年齢は、３歳から６歳とな

っており、具体的な重量制限はありませんが、メー

カーに問い合わせしたところ、125キログラム程度ま

での人が遊べる設計となっているとのことでござい

ます。 

 また、スプリング遊具の点検ですが、その他の公

園遊具と同様に春先に公園点検業者による定期点検

を行っており、職員による日常点検では遊具に体重

をかけ、がたつきや異音、また目視による腐食等に

ついて点検を行っております。今後におきましても

安心して公園を利用していただけるよう安全性の確

保に努めてまいりますので、ご理解いただきたくお

願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 詳しい答弁あり

がとうございます。赤平市については、公園の遊具

の更新から臨時点検や定期点検などをしっかりやら

れているようで安心いたしました。ありがとうござ

いました。これでこの質問は終わらせていただきま

す。 

 ②、学校等の遊具の安全性について伺います。統

合された茂尻、赤間、豊里小学校とそれぞれ鉄棒や

ブランコ、その他遊具が設置されておりました。私

の見たところ、何とも言えないところもありました。

しかし、安全性を考えたらば点検、補修工事をした

ほうがよいのではというところもありました。４月

の鉄棒事故、そして５月の千歳の遊具事故と続いて

おり、当然赤平市としてもその対応に苦慮されてい

ることだと思いますが、いよいよ春になり、初夏を

迎え、これから遊具になれて子供たちが遊び出す時

期がやってまいりました。早急に点検、整備を急が

なければならないと思いますが、この小学校３校に

ついてはどの程度把握しているのか。また、幼稚園

などの遊具についても同じことだと思います。幼稚

園などは、遊具をどのようにして扱わせているので

しょうか。万が一事故の場合などを考えて、その場

所に管理者がついて責任のある立場で臨んでいるの

かどうかもあわせて答弁のほどよろしくお願いしま

す。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 学校等の遊具の安

全性についてですが、遊具の点検については目視等

により確認を学校に対して指導しているところです

が、４月の札幌市などでの事故を受けまして職員に

よる緊急の点検を行ったところであります。最近に

おいては、平成21年に新設及び補修を行っておりま

すので、それらについては安全性があるものとして

使用の継続をしておりますけれども、それ以外の老

朽化が目立つものについては札幌での事故後に使用

を停止する措置を行っております。 

 今後についてですが、茂尻小学校については老朽
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化が著しく、今年度の当初予算に計上しております。

他の学校については、本議会にて補正予算を予定し

ており、点検とその結果による補修を予定している

ところであります。なお、幼稚園についても小学校

同様に点検及び補修工事を施してまいりたいと思い

ます。 

 また、幼稚園での遊具利用に際しては常に担任教

諭とその他の職員での複数が付き添う体制をとって

おりますので、ご理解いただきますようお願いいた

します。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 遊具の点検は、

専門の業者でしょうか。それと、鉄棒やブランコ、

ジャングルジムなどの点検、整備はどの時期にどの

ように行われているのでしょうか、お伺いいたしま

す。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 点検と補修工事に

ついての予算等の準備ができましたら、早急に専門

の業者による鉄棒、ブランコ、ジャングルジムを含

めた全遊具の点検を行うとともに、その結果を受け

て補修工事や場合により撤去等の措置を講じ、子供

たちが安心して利用できる遊具環境に努めてまいり

ますので、ご理解いただきますようお願いいたしま

す。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 ありがとうござ

いました。よく理解いたしました。 

 続いて、保育所の遊具についてお伺いいたします。

保育所の遊具については、屋内、屋外と両方あると

思います。屋外については、滑り台やブランコ、鉄

棒など点検が必要だと思いますが、これについては

いかがでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（若山武信君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（永川郁郎君） 保育所の遊具につ

きましては、保育所に勤務する保育士、管理人や担

当係員が日常的に点検し、安全性の確保に努めてお

りますけれども、さらなる徹底を図るため平成26年

度予算において専門業者による点検委託を計上し、

５月に業務を実施したところであります。また、専

門業者の点検前に保育士、係員の点検において危険

と判断した遊具が１カ所ありましたので、使用を見

合わせ、補修を依頼をしております。業者の点検結

果につきましては、６月５日に報告を受けたところ

ですけれども、改善を要する遊具が数点ありました

ので、幾つかの遊具については年内に補修をしたい

と考えております。今後も職員による日常的な安全

確認と専門業者による点検業務により、保育所に通

うお子さんに安心して遊んでいただけるよう努めて

まいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（若山武信君） 太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 保育所の遊具の

点検については、保育士や管理人、そして担当係員

が毎日点検しているとのことでありまして、その結

果悪いところがあれば補修依頼するということであ

りますので、親にしてみれば安心して子供を任せら

れると思います。今後ともよろしくお願いします。

これでこの質問は終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

 以上でもって私の質問を全て終わらせていただき

ます。どうもありがとうございました。 

〇議長（若山武信君） 質問順序２、大綱１、地域

ぐるみで取り組む読書習慣の向上について、２、さ

らなる市外との連携について、３、歴史文化遺産保

存について、４、市職員研修のあり方について、５、

市制60周年を祝う環境づくりについて、議席番号３

番、植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 おはようござい

ます。議席番号３番、植村真美、通告に基づきまし

て、一般質問をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 大綱１、地域ぐるみで取り組む読書習慣の向上に

ついて、①、子供から大人まで取り組む読書週間の
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設定についてお伺いをさせていただきます。北海道

の子供たちの学力低迷、児童生徒減少に伴う部活活

動の減少や地域コミュニティの希薄さなどが問題視

されている時代背景でございますが、この地域で育

った子供たちがほかの地域で育った子供たちと決し

て引けをとらずに自信を持てることを一つでも多く

つくってあげたいと願っている大人の一人といたし

まして、読書をする習慣をさらに身につける活動を

広げてほしいと思ってございます。その理由といた

しましては、読書とは心の栄養と言われ、人生の友

であり、知識や物の考え方を身につけることができ、

世界観の広がりや集中力も高まり、学力向上にもつ

ながり、その者の人生において大変影響力のあるも

のと言われております。また、子供たちだけではな

く大人にも同様でございまして、何か悩み事がある

ときなど読書の中でヒントを得たり、心を落ちつか

せることができるなど、どのような立場、年代にお

きましても読書をする習慣を身につけ、よりよい人

生のステップアップを図ることは大切なことである

と考えてございます。恵庭市におきましても本、読

書の大切さを重要視し、読書を通じたまちづくり条

例を設置するなど、全国各地域におきまして読書推

進に力を入れる自治体も多く見受けられてございま

す。子供が読書をすることや学問をする環境をつく

り出すのは、周りにいる大人の責任でもございます。

そのような意識の向上も必要であると考えます。そ

こで、当市におきましても独自に読書に親しんでも

らう、あるいは読書への動機づけとして読書週間の

設定や取り組みを強化し、さらに子供から大人、地

域ぐるみで読書に向き合う時間をふやすことへの推

進を図っていただきたいと考えてございますが、こ

の点につきましてはいかがお考えでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） 子供から大人まで

取り組む読書週間の設定についてお答えいたしま

す。 

 読書が生活の中に位置づけられ、継続して行われ

るよう家庭で読書活動の習慣化に向けて積極的に取

り組むことが大切だと思います。家庭で子供が本に

出会い、本に親しむきっかけをつくったり、読書に

対する興味や関心を高めたりすることをお手伝いで

きるのが図書館であると考えます。ことしも国民的

行事として定着しておりますこどもの読書週間が４

月23日の子ども読書の日から５月12日までの約３週

間「いつもいっしょ、本といっしょ」という標語の

もと実施されました。また、一般的な読書週間は11

月３日の文化の日を挟んだ10月27日から11月９日ま

での２週間であります。各読書週間の際には、北海

道立図書館にございます北海道読書推進運動協議会

より市町村図書館においても週間事業の積極的な実

施依頼がありますので、当市においても積極的に取

り組んでおります。本市においては、読書感想文コ

ンクール、絵本の読み聞かせ、移動図書館などの通

年事業を行い、常日ごろより子供から大人まで親し

みのある誰でも利用しやすい図書館を目指しており

ます。ご承知のとおり、本市には恵庭市のような読

書にかかわる条例等はございませんし、読書を通し

たまちづくりを行ってはおりません。現在は、赤平

市独自の読書週間の設置等につきましては条例化を

行って設置するまでは考えておりませんが、本市に

おいては赤平市の全ての子供があらゆる機会とあら

ゆる場所において自主的に読書活動ができるよう積

極的にその環境の整備を図ることを基本理念として

赤平市子どもの読書活動推進計画が平成23年４月に

策定され、実施に取り組んでおり、今後も北海道が

推進する朝読・家読運動を保護者、地域に向け、一

年を通して読書に対する興味や関心を高めたりでき

るようにと考えておりますので、ご理解賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ただいまご答弁

いただきました。国や道からの推進活動をともに行

っているというご答弁でございましたが、その取り

組みの中で実際に小学校や学校内におきましてもポ

スターの掲示などをされているということも聞いて

ございますが、実際にどれだけの市民が読書に対す
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る習慣を気にしているかということがやはり疑問に

思ってくる内容でございます。さらに、子供たちに

対しての取り組みは十分にわかるのですが、その効

果や今私のほうで質問させていただいてございます

大人や地域に対してのアプローチも弱いと感じてご

ざいます。広報車や街頭放送での周知、また看板、

のぼり、移動図書館、今も移動図書はされています

が、他の地域では車を使った移動図書などの取り組

みもございます。それと、読書会、広報あかびらな

どに新しい図書の情報掲載なども頻繁に行いまし

て、情報発信のスタイルというものは赤平独自のも

のというものがもっとさらに考えられると思います

ので、その点につきましても今後はどのように取り

組まれるか、意気込みをお聞かせいただきたく思い

ます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） 現在できる情報発

信として、ホームページによる新刊情報、蔵書の検

索や図書館情報等は行っておりますが、さらには広

報でのＰＲ、また人の集まる場所、例えば読書週間

の前に行われます赤平産業フェスティバルにおいて

古本フェスタ等の事業を行い、読書に関するＰＲも

考えていきたいと思いますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ぜひそのような

活発な周知活動をよろしくお願いしたいと思います

ので、ご期待したいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 ②、これからの図書館の役割についてお伺いをい

たします。以前文化会館の解体に伴いまして、今後

の図書館の位置の変更や建てかえなどの質問をさせ

ていただいたことがございます。その当時から今、

近年病院や消防署など大型の公共施設の建てかえが

集中していますことから、今後公債費の拡大が予想

される中で公共施設の建てかえは慎重に検討してい

かなければいけない時期と考えてございます。 

 また、図書機能の充実につきましては、近年近隣

地域との連携も図りながら図書環境の整備やさきの

質問でもございましたが、読書習慣の向上を図ると

いった方法の充実なども考えられるというふうに考

えてございます。 

 そこで、これからは電子図書の充実も考えられる

のではないかなというふうに思ってございます。タ

ブレットの導入の検討などはいかがお考えでしょう

か。佐賀県の武雄市では、小中学生全員にタブレッ

トの配付をするといった事例も出てきてございます

し、最近は書店のサイトから電子図書の書籍の購入

や閲覧が簡単にできるようにもなってございます。

市民に求める書籍アンケートの実施をタブレットや

インターネットを介して募るなど、今後当市での電

子図書の可能性に向けて検討することも必要と考え

てございますが、この点につきましてはいかがお考

えでしょうか。 

 さらに、タブレットの使用拡大においては学校と

の連携体制の充実、そしてこれから行く行くは市内

全体にタブレットや、またパソコンを通して市内全

体に連絡体制の迅速化を図れることといったものに

も結びつくのではないかというふうに考えてござい

ます。そういったことの将来性も考えまして、図書

機能の充実から電子図書、タブレットの可能性を探

っていただきたく思ってございますが、この点につ

きましてはいかがお考えでしょうか。お願いいたし

ます。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） これからの図書館

の役割についてお答えいたします。 

 赤平市図書館は、昭和55年３月に開館し、現在に

至っておりますので、建物の老朽化につきましては

依然変わりない状況であります。図書館の建設につ

いては、かねてより市民が図書を利用しやすい施設

環境、複合的かつ利便性を考慮した配置がえなどの

ご意見をいただいておりますが、図書館の建設につ

きましては現在のところ確定的な計画や構想という

ものは持っておりませんが、今後におきまして消防

本部総合庁舎が完成した際の環境の変化や利便性な
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ども含めて設置場所の考え方等については市長部局

とも十分に協議しながら検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、近隣地域との連携につきましては、北海道

立図書館のホームページから道立図書館所蔵の図書

については蔵書検索、道内市町村図書館所蔵の図書

については横断検索により図書の貸借が容易にでき

るようになっております。また、利用カードの交付

を中空知市町村圏内に拡大し、相互の貸し出しがで

きることとしており、市内においては自宅からイン

ターネットにより個人でも貸し出し予約が可能です

し、東公民館への移動図書の取り組みも大変好評を

得ております。 

 また、電子図書につきましては、全国的にも取り

組んでいるところは少なく、さらにはタブレットの

普及につきましても市民にどれほどの普及が見込ま

れるかもわかりませんが、今後は多目的な利用形態

の可能性は予想されますし、他の福祉分野や学校教

育等での普及、利用に鑑みながら対応してまいりた

いと思いますので、ご理解賜りますようよろしくお

願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 今後の図書館の

建設とタブレットに関するご答弁をいただきました

けれども、建設する費用と、またタブレットを子供

たちに配付する購入費とをやはり比較をしながら、

今後の図書館の中での有効的なあり方というものも

比較しながら考えていただきたいなというふうに思

ってございますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、大綱２、さらなる市外との連携につ

いて、①、赤平応援組織の拡大についてお伺いいた

します。毎年開催されてございます東京赤平会では、

参加者が高齢世代となり、赤平に対する郷土愛を持

ちながら一線を退いている方々が多いと伺ってござ

います。そういった中で当初こちら側も求めたい情

報共有や交流が図られているのか、十分に、心配を

している一人でございます。今後も東京と赤平の関

係性を高めることも大切なことと考えてございます

が、他の地域で赤平を大切に思う方々との連携もふ

やし、赤平にさらに思いを寄せ、足を向けてくれる

人脈を広げる応援組織の拡大も人口減少が加速する

今、必要な時期ではないでしょうか。例えば北海道

の中心都市札幌にも赤平会を設置し、北海道全域で

赤平と関係する方々にお集まりいただき、市内のイ

ベントＰＲや周知、さらに赤平に足を運んでいただ

けるためのノウハウや経済効果につながるヒントを

いただける場をつくってはいかがでしょうか。よろ

しくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（伊藤嘉悦君） 赤平応援組織

の拡大についてということでお答えさせていただき

ます。 

 現在赤平市の出身者やゆかりのある人たちで構成

されているものとして、東京赤平会がございます。

この会は、共通する郷土愛のもとに交流を深め、情

報の交換等により赤平市の繁栄に寄与することを目

的として設立されまして、事務所を東京都に置き、

会員により運営されております。また、赤平市とし

ては、年に１回開催されます定期総会を通じまして

誘致企業等の情報の提供をお願いし、また赤平市の

近況報告もあわせて行ってきたところでございま

す。東京赤平会の現状といたしましては、参加者の

固定化、高齢化の状況ではありましたが、会員皆様

の呼びかけにより昨年からは新たな参加者、また若

い方の参加も見られるようになりました。また、誘

致企業などの情報提供は残念ながらありませんが、

今年度から実施いたします特産品の売り込みに際し

ましては東京赤平会の会員に対して情報の提供して

まいりますので、赤平市に足を運ぶことはなかなか

難しくても東京のほうで赤平市の応援をいただける

ようお願いしてまいりたいというふうに思っており

ます。 

 そこで、札幌にも同様の会をつくれないかという

ことのご質問でございますが、市内のイベントのＰ

Ｒや周知につきましてはマスコミ等を通じまして全

道に発信しておりますし、実際にらんフェスタＡＫ
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ＡＢＩＲＡや火まつりにおいては全道各地からご来

場いただいているところでございます。札幌圏につ

きましても情報の発信をすることにより、同じ道内

でありますし、１時間程度で来ることができること

から、赤平に足を運んでいただけるものと思います。

そのため費用対効果を考えますと、市が働きかけて

の札幌赤平会の設立の必要性は少ないものと考えて

います。しかしながら、札幌圏に在住する赤平出身

者が集い、親交を深めることは大変有意義であると

思われますので、東京赤平会同様に自主的に運営し

ていただけるのであれば市としても協力してまいり

たいというふうに考えていますので、ご理解賜りま

すようお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ただいまご答弁

いただきました中で、当市において火まつり、らん

フェスタなどにおきましても北海道全域から足を運

んでいただいているということの背景の中でそうい

った組織は今のところは考えづらいというお答えで

ございましたが、先日も流政之様の彫刻の除幕式に

も、そのほかいろいろなさまざまな市内のイベント

に、火まつり、らんフェスタ同様に北海道全域から

も確かにお集まりはいただいていると思います。そ

してまた、新しい赤平も感じていただいていると思

ってございますが、情報発信をマスメディアでして

いるからということのお答えの中でもありました。

それで来てくれるという感覚ということもございま

す。やはりその前に関係担当者が強い結びつきのと

ころにはしっかりと出向いていっているという現実

もあることと思いますし、そういった雑誌等の情報

配信だけではなくて、やはり人と人と会って会話を

して、そういった結びつきの中でさらに赤平のこと

について思いを寄せてくれるということにもつなが

るというふうに思ってございますので、やはり人と

人と会う場所をつくり出すということは大変重要な

ことなのではないかなというふうに私の中では思っ

てございます。今後は、札幌圏を中心とした方々に

情報の伝達を早く伝えるように、またさらに私たち

がまちづくりでさまざまな基金集めをしているとき

もございますが、そういった連絡体制を充実するこ

とによってますます赤平に応援していただけるよう

な体制づくりというものを育んでいただけるような

体制づくり、効果的ではないというような思いもあ

るかもしれませんけれども、やる前から諦める方向

性ではなくて、さまざまなつながりを模索していた

だきたく思ってございますので、今後ともよろしく

お願いいたします。 

 ②、新たな友好都市の可能性についてお伺いいた

します。今赤平の友好都市として、石川県加賀市、

韓国１都市、中国に１都市と３件ございますが、近

年ではつながりが余り見られないのが現状でござい

ます。今後のまちづくり活性化を鑑み、新たな文化

交流、人材交流、観光交流や技術交流などを視野に

入れ、当市にとってさらに意味のある情報交流がで

きるような新たな友好都市の可能性を探れないでし

ょうか。例えば子供たちに語学留学の体験をさせる、

また物づくりのまちとして技術、人材交流を行う、

また国内、海外問わず赤平商品の販路拡大につなげ

るなど、可能性が膨らむ地域の選定や関係性を考え

ていただきたく思ってございますが、この点につき

ましてはいかがでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 新たな友好都市の

可能性についてでございますが、現在当市では国内

１市、国外２市との友好都市締結を結んでおります

が、それぞれ締結に至る背景として企業や民間の結

びつきをきっかけとして交流が深まり、両市間の訪

問を初め各種交流事業が展開されておりましたが、

関係する企業や団体の事情、さらには当市の財政的

問題も相まって交流事業が停滞されている状況であ

ります。 

 そこで、新たな友好都市の可能性でございますが、

これまでの経過と同様に企業や民間団体等により相

手方と何らかの深い関係性を持つといったきっかけ

やその積み重ねによりましてさまざまな分野への連

携効果が期待をでき、住民等の機運が高まった段階
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で経済や文化、教育等を含め、友好都市締結につい

て慎重に検討をさせていただきたいと思います。 

 なお、子供たちの語学留学のお話がございました

が、本件に関しましては必ずしも友好都市でなけれ

ば実施できない事業ではございませんので、語学力

向上や文化、国際化等の観点から民間による国際交

流事業も含めましてその実現の可能性について検討

してまいりますので、ご理解賜りますようお願い申

し上げます。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 友好都市の可能

性につきましては、民間とのいろいろなつき合いの

中で育まれるということであったり、また友好都市

以外にも子供たちの世界観を広げるための手段、方

法につきましてはお考えをいただけるということで

ございました。この点につきましても今後ご検討を

前向きにいただけたらなというふうに思ってござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

 ③、防災協定連携につきましてお伺いをさせてい

ただきます。東日本大震災から３年が過ぎました。

いまだに多くの被災者が苦しんでいる中でございま

す。当市におきましても被災地の方々の生活応援を

行い、防災体制の強化では防災訓練や備蓄品の購入

など力を入れている中でございます。また、当市に

おきましては大型の震災発生は低いものの、道東で

は今後30年の中で震度６以上の地震が発生するとい

うことと札幌を中心といたしました地域におきまし

ても震度７以上の地震も発生する可能性があると想

定されてございます。最近自治体が食料供給や緊急

物資の集中配送などさまざまな分野で防災協定を結

び、動いていることが全国各地にも広がっている傾

向でございます。大震災の発生が低いとされている

当市ではございますが、万が一に備え、企業、団体

等での防災協定や冬期間の震災発生に備え、暖かい

地域との連携などを図っておく必要があると考えま

す。さらに、企業とのパートナー協定を結び、物資

的協力だけではなく、人材協力、専門家による技術

協力、情報伝達などの協力などもございます。先日

砂川市におかれましても全国組織である青年会議所

との防災協定を締結したという話題が新聞にも掲載

されてございましたが、各団体、企業に対してさら

なる防災連携の強化、呼びかけを行っていくことも

大切だと考えてございますが、この点につきまして

はいかがお考えでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 防災協定連携につきま

してお答えいたします。 

 当市は、これまで食料供給や医療救護、災害広報

活動、さらには救助、救援等の支援を内容といたし

まして北海道を初め市内外の団体等と災害時におけ

る協力等に係る13本の協定を締結しているところで

ございます。また、先日ご提案させていただきまし

た定住自立圏形成協定におきましても連携する分野

の一つといたしまして広域防災体制の連携推進につ

きましても位置づけられており、その役割といたし

まして災害時における職員派遣や備蓄品、資機材、

避難施設の相互利用が可能となる諸準備や共同事業

の検討を進め、関係市町と相互応援体制を構築する

といたしまして、今後策定するとされてございます

定住自立圏共生ビジョンの中で具体的な取り組み内

容を明らかにするとされており、この策定の経過で

圏域での相互応援体制につきまして具体的な議論が

されていくのではないかというふうに考えていると

ころでございます。他市町村におきましてもふえて

きてございますけれども、友好都市との災害時応援

協定につきましては現在当市は結んでございません

が、遠隔地の場合同時に災害が発生する確率が低い

ということもございまして、近隣市町との協定のほ

かに結んでいくことも必要かと思いますので、当市

の友好都市でございます加賀市との相互応援協定に

ついて検討してまいりたいと考えておりますし、お

話のございました民間団体等との災害時の防災協定

のお話でございますが、現在災害時の給油や避難所

についての協定も検討してございまして、さらに進

めてまいりたいと考えてございますので、ご理解賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 
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〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 前向きにご検討

いただいているということの流れの中で、先ほど加

賀市との今後の連携等を考えていらっしゃるという

ことだったのですが、先ほどもちょっと提案させて

いただきました友好都市の可能性についての部分と

加賀市というところも同じような気候条件の部分も

あると思いますので、実際にどういった地域が一番

ベストなのかということも友好都市の部分と考えて

いただいて前向きにご検討いただきたいなというふ

うに思ってございます。 

 実際に今さらなる市外との連携について、赤平応

援組織の拡大についてということと新たな友好都市

の可能性について、防災協定の連携についてという

ことの内容につきましては、地域市民であったり、

企業、団体のやはりその機運を高めるということも

一つの大きなきっかけになるかなというふうに思っ

てございますので、何かそういった方向性が見出せ

る部分がございましたら、私のほうでもいろいろと

市民とともに活動を展開していけるように情報を共

有させていただきたいなというふうに思ってござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、大綱３、歴史文化遺産保存について、

①、立坑の保存継承についてお伺いをさせていただ

きます。住友赤平立坑事務所が閉鎖されまして１年

が経過をする中、所有者の制限のもと立坑公開が月

に１日許されている状態でございます。その制限の

もと赤平の魅力の一つである産業遺産を見に訪れる

方々、人数も減ってきてございます。平成23年から

24年にかけまして立坑の見学者が1,800名ほど来て

いただいているのに対し、今期平成25年だけでいい

ますと244名といった状態でございます。赤平の炭鉱

遺産をガイドする団体の活動の低迷も見られてござ

います。市民の活力の場が少なくなっている実情を

目の当たりにすることは、大変残念なことでござい

ますし、大変問題だと感じています。当市の歴史文

化財産と言える立坑を所有している者との話し合い

をさらに進めていただきたく思うことと、さらに公

開可能な状態や存続のあり方をご検討いただきたく

思ってございます。 

 また、これまでも何度も質問をさせていただいて

ございますが、日本の中でも例のない立坑ヤードの

空間を見ることのできる赤平立坑はこの北海道、日

本の経済成長を支えた歴史産業遺産としての価値の

あるものと訴えていかなければならないと考えてご

ざいます。また、平成24年で国の登録有形文化財の

登録基準年数に達しているとも伺ってございます。

これまでのご答弁の中では、道や関係機関との話し

合いを進め、国の登録有形文化財に関してのご検討

もいただくと伺ってございますが、その進行状況は

どのようになっていますでしょうか。 

 また、定住自立圏構想も進む中、近隣市町村と協

力し合い、地域の歴史遺産を守るということの観点

でお考えはいただけないでしょうか。改めて今後の

保存状況の考え方をお聞かせいただきたく思いま

す。よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） 立坑の保存継承の

考え方についてお答えいたします。 

 立坑につきましては、教育委員会といたしまして

も赤平市の歴史上大変重要な施設と認識はしている

ところです。 

 初めに、国の登録有形文化財の登録についてです

が、所有者及び占有者または保持者の同意が必要と

なり、申請に当たっては同意者からの申請になるこ

と、所有権その他の財産権を尊重することとなって

いることから、所有者の同意並びに意向があれば申

請することといたしますが、登録の手続といたしま

しては所有者の同意を受け、建築家等の意見書等の

必要書類を添付し、北海道教育委員会経由で文化庁

へ進達し、現地調査後に本申請の可否決定がされる

こととなります。北海道教育庁生涯学習推進局文化

財・博物館課に近年の状況を確認したところ、明治

から昭和20年代後半までの構造物の登録が多いとの

ことで、立坑やぐらのような産業構造物については

登録の事例が少ないこともあり、可否についての判
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断は難しいとのことでした。登録については、以前

からの課題として受けとめておりますが、所有者の

意見等が尊重される案件でありますので、ご理解賜

りたいと願います。 

 続きまして、定住自立圏構想との関連でございま

すが、赤平市、芦別市、歌志内市、上砂川町の３市

１町はいずれも中心市ではございませんので、炭鉱

遺産を守るといった文化的観点からの連携は難しい

と思います。また、本議会でご提案させていただい

ている定住自立圏の形成に関する協定書の政策分野

として、現段階としては歴史に関する取り組み事項

は盛り込まれておりません。ただし、地域資源を活

用した農商工、観光振興が取り組み事項として記載

されており、炭鉱遺産を地域の観光資源として捉え

れば定住自立圏の中空知圏域内の観光ツアー等の一

資源として連携することが可能となりますし、結果

間接的な炭鉱遺産を守る活動につながる可能性があ

ります。 

 次に、立坑の見学に係る所有者との話し合いにつ

いては、平成26年度見学においては現在の通常月１

回公開のほかに、フットパス開催日の公開と学習に

係る場合の不定期公開の２点を要望として所有者へ

お願いしているところです。今後も市民活動等につ

いてバックアップを行えるような体制を継続し、保

存継承につきましても体制を整え、推進していきた

いと思っておりますので、ご理解を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ただいまご答弁

いただいた中で、やはり所有者の同意があればとい

うところが全ての重要なキーワードとなっていると

いうふうにお伺いいたします。ぜひ、さらに交渉し

ていただいているというお話でしたが、さらにさら

にそういったことの重要性も当市として強く求めて

いっていただきたいというふうに思ってございま

す。 

 また、立坑やぐらの構造物は、登録上例がないと

いうことでございました。私は、例がないからやっ

ていただきたいというふうに思ってございます。そ

ういった重要性をぜひ当市としても訴えていただき

たい、また関係者にも強く求めていただきたい、ど

うしたらそれが登録できるのだということをぜひ導

き出していただきたいというふうに思ってございま

す。 

 また、先ほど言われていました定住自立圏構想で

炭鉱の部分は文化遺産の中では全体には共通してい

ないというお話でございましたが、この空知の築か

れた歴史の中でやはり炭鉱産業が栄えなければとい

ったその現実、周りの地域も栄えなかったという現

実がございます。ともに炭鉱の歴史背景の中で築い

ている地域事情というのがございますので、そうい

ったものもしっかりと訴えかけていただきたいとい

うふうに思ってございますので、よろしくお願いい

たします。 

 続きまして、②、これからの歴史資料館の考え方

についてお伺いをいたします。住友小学校が閉校さ

れまして、旧幼稚園に設置されてございます歴史資

料館がそのままの状態になり、休止状態でございま

す。この問題については、以前より多くの議員から

の質問がありまして、取り上げられてございます。

それに対しての答弁を振り返ってもらいたいと思っ

てございますが、こういった事態になることは十分

に予想されていたことでもございました。その現状

を踏まえ、再度お尋ねいたします。今住友小学校が

残る土地も借地であり、多額の借地代を年間通して

所有者にお支払いをしているとも伺ってございま

す。そういった状況の中で、市民がこの歴史資料を

自由に見ることができる環境ではないといった状態

をどのように受けとめていらっしゃいますでしょう

か。 

 また、休止状態となっていますが、見学を希望す

る市民に対しては見学対応を早急に考えるべきであ

るとも考えますし、室内にある資料の管理状況にお

きましても学芸員や北海道でも歴史遺産や建造物を

保存継承している団体もございますので、そういっ

た知見者にも頼り、管理保存や集客方法を検討する
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組織体制を強化することも必要と考えてございま

す。そして、まだ旧公民館で眠る資料など赤平市全

体の歴史資料の保存のあり方、今後のスケジュール

を早急に考えてほしいと思いますが、この点につき

ましてはいかがでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） これからの歴史資

料館の考え方についてお答えいたします。 

 おっしゃるとおり、炭鉱歴史資料館については住

友赤平小学校の閉校に伴い一時休館している状況で

す。炭鉱歴史資料館の管理状況ですが、予算委員会

でもご説明させていただいたとおり今後は収蔵施設

と位置づけることとなることから、今年度の予算に

ついて電気の切りかえ工事を行い、収蔵施設として

の機能を維持するとともに、保存状況の確認等は定

期的に職員が確認に行き、清掃等を行い、資料が自

由に見れないことについては研究、学習目的の場合

のみ一部公開をしていきます。校舎の取り壊し時期

については、ご質問のとおり白紙の状態で、土地の

賃借料については旧住友赤平小学校及び炭鉱歴史資

料館だけではなく、他の借地とあわせて支払ってお

りますので、ご理解願います。 

 続きまして、以前からのご質問で複数の議員より

炭鉱歴史資料館の今後についてご質問いただいてい

たところですが、基本的な炭鉱歴史資料館の今後に

ついては郷土資料との合同展示等も視野に入れ、閉

校した学校等の遊休公共施設の利用の計画方針など

により設置場所が左右されることから、今後の推移

を踏まえながら設置に向けての提案をしていきたい

と思います。しかしながら、炭鉱歴史資料館につい

ては、教育委員会としても赤平の産業を継承する重

要な施設と考えることから、常設展示ができる代替

施設を選定し、早期の再開を目指してまいります。

また、今年度におきましては赤平市の炭鉱歴史資料

のＰＲも兼ねまして、札幌国際芸術祭2014で以前か

ら赤平とつながりの深い札幌市立大学教授の上遠野

敏先生からの展示協力があり、資料館より炭鉱資料

を貸し出しております。芸術祭のエキシビションと

して、７月19日から９月28日まで「北海道のアーテ

ィストが表現する「都市と自然」―「時の座標軸」

―」をテーマに札幌大通地下ギャラリー500メートル

美術館にて展示されます。 

 最後に、組織体制の強化についてですが、資料館

の代替施設が決定した場合において地元地権者や関

連団体に協力等を得ながら体制の強化を図っていき

たいと思いますので、ご理解賜りますようよろしく

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 収蔵施設として

考えるということでございました。それで、やはり

もう少し歴史資料に対する愛着というのですか、維

持するにも維持の仕方等もございますし、またさら

にちょっと私個人的にも心配していますのが紙のも

のであったりとか、繊細な素材でできている歴史資

料の部分も湿度であったりとか、そういったことも

関係してくるというふうにございますので、ぜひ専

門家の方のご指導を仰ぎながら保存継承できる環境

をすぐにでもつくっていただきたいというふうに思

ってございます。 

 また、先ほどのご答弁の後半の中に札幌でのＰＲ

で遺産を貸してということもわかります。でも、赤

平市民がいつでも見れる状態ではなくて、札幌に足

を向けなければ見れない現実だったりとか、やはり

赤平市民が通常に見れる状態ではないというところ

に私はすごく問題だと思っています。どうして特定

の人だけしか見れないのか、そういう状態はやはり

私の中では納得はいきません。市外では見れて、市

外の方が関心を持ってもらうとかではなくて、赤平

市民が常に見れる状態をつくる、そして自分自身の

まちに誇りを持つためにそういった場が必要だとい

うふうに考えます。そして、市外の方にそれに興味

を抱いてもらい、赤平にまた足を運んでくれる、そ

してそこから新たな交流が生まれる、自分たちの地

域に対して誇らしげに感じる、そういった地域のこ

とを思う人材を発掘する魅力が歴史文化遺産にはあ

るというふうに私は思ってございます。ですから、
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そういったことを自分自身の中でも日ごろから感じ

ていること、そしてまた外に自慢をする意識という

か、またそういったところから周りの人たちも興味

を抱いてもらって赤平に目を向けてもらうという、

そういった循環の部分でまた赤平にいることも誇ら

しげに思ってくるのではないかなというふうに感じ

てございますので、ぜひ同じそういった気持ちを持

って、今後早期の再開を目指してお考えいただける

という今お答えでございましたので、ぜひ関係者と

の協議を進めていただきたく、またさらによりよい

方向へと構築していただきたく思ってございますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ③、市民の意識改革についてお尋ねいたします。

市内の歴史文化遺産を保存継承していくのは、市民

の方々の理解も必要になってくると思います。自分

たちが生まれ育ったまちの歴史を大切にすること

は、その者自身の誇りであり、自信につながってい

くことと思います。その歴史の部分をしっかりと地

域教育で支えていくことができないと、その自信は

高まっていかないものと考えます。地方に出て赤平

出身と自信を持って言えるような、そんな子供たち

を育むために私たちが自信を持って自分たちのまち

の歴史を子供たちに伝えていくこと、そういった環

境をつくり出すことが大切と考えてございます。そ

こで、広報あかびらに赤平の歴史に関する連載記事

を載せ、広報を見ると赤平の歴史学習が自然にでき

る、また家族との会話を通して赤平の歴史について

学べるなど、市全体で歴史文化遺産について興味を

持ち、その機運を高めることのきっかけづくりにつ

なげてほしいと考えてございますが、この点につき

ましてはいかがでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） 市民の意識改革に

ついてお答えいたします。 

 赤平の歴史を後世に継承することは、非常に大切

なことであります。既に子供たちは、炭鉱を中心と

した副読本を活用した授業や立坑並びにズリ山の見

学、さらには元炭鉱マンのお話を聞く機会を授業の

中に取り入れるなど、以前よりまちの歴史に触れる

機会がふえつつありますが、今後もこうした場の拡

大に努めてまいりたいと思います。 

 そこで、広報あかびらに連載記事を掲載してはど

うかとのご質問でございますが、歴史資料館の課題

はあるものの、赤平市史やふるさと文庫、炭鉱遺産

の見学会などを通じて歴史の理解を深める方法もご

ざいますので、現段階としてはこうしたものを十分

ご活用いただきたいと思います。しかし、本年度は

市制施行60周年の記念すべき年、さらに住友炭砿閉

山20周年の年でもありますので、赤平の歴史を振り

返る記事の掲載を予定しており、こうした何らかの

節目や事象に合わせて広報紙の活用を行ってまいり

たいと思いますので、ご理解賜りますようお願い申

し上げます。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 この広報の掲載

についてですが、当別町で行われている背景がござ

いまして、まさに町の担当者みずからその掲載を考

えて、その文面も構築し、またさらに町長の挨拶の

至るところにでもいろいろな歴史に関する部分など

の表現もされ始めたということの活動の経過とかも

聞いてございますので、十分に他市の取り組みとか

もご参考にしていただきながら今後の構築に努めて

いただきたいと。そしてまた、60周年の掲載でいろ

いろと今ご検討いただいているということでござい

ますので、そのあたりも含めて期待してございます

ので、よろしくお願いいたします。 

 この件につきまして、前半に今資料館の体制づく

り、立坑の今後の保存の方法等を含め、さらにご検

討いただけるという力強いご答弁いただきました。

引き続き大変期待してその経過を応援させていただ

きたいと思ってございますので、よろしくお願いい

たします。 

 大綱４、市職員研修のあり方について、①、人財

交流から始まる研修のあり方についてお伺いいたし

ます。近年継続し実施されてございます産業振興人

財育成事業、赤平市内企業の横断的なコミュニケー



 －53－ 

ションが図られ、好評の声を耳にしてございます。

人口減少が進み、地域全体の弱体化が進む中で青年

同士の関係性が高まり、今後のまちづくりにおいて

も大変力強く、将来的にもそういったつながりが重

要視されてくることと予想されます。担当者の方は、

大変ご尽力されていることとお察しいたしますが、

継続をしていただきたく思っている一人でございま

す。その中でぜひ今後ご検討をいただきたいことは、

当市には市職員も多く住む地域柄でございます。今

後は、さらなる高齢化、人口減少が進む中で市民、

民間企業と市職員とのさらなる横断的なコミュニケ

ーションが迅速に図れることが望ましいと思ってご

ざいます。そこで、ぜひ産業振興人財育成事業に市

職員の方も交わり、同じ目線で時間を共有すること

で互いの理解が深まり、その後の互いの仕事にも役

立つことと思ってございますが、この点につきまし

てはいかがお考えでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 人財交流から始まる研

修のあり方についてお答えいたします。 

 お話のございました産業振興人財育成事業につき

ましては、これからの企業を支えていく人財の育成

が急務であるとの企業ニーズにお応えするため平成

24年度より行われており、企業のため、地域のため

にリーダーとなる人財となり、地場産業の振興につ

ながるよう期待されているところでございますが、

こうした企業人の育成を目的として改正されました

趣旨や本年度より赤平市産業振興企業協議会が実施

主体となりまして進められていることもありまし

て、今のところ当市職員の産業振興人財育成事業へ

の参加につきましてはその考えはございません。し

かし、青年団体への派遣やボランティア団体への職

員の自主的な参加などもふえてきている実態もござ

いまして、参加している職員から感化され、その輪

が広がり、民間の方々との交流が深まっていくよう

期待しているところでもございまして、このほか地

方自治に係る基礎的研修のほか、福祉サービス等の

向上につなげるため例えば発達障害児に係る療育事

業の充実、向上を目的といたしまして北海道通園セ

ンター連絡協議会が主催いたします研修会に参加い

たしましたり、新採用職員研修といたしまして特別

養護老人ホーム愛真ホームでの実習機会も組み込む

などさまざまな研修機会はございますが、こういっ

た研修機会を確保しながら、お話のありました民間

との交流の中での研修も大切な事項と思いますの

で、どのような研修ができるか検討してまいりたい

と考えているところでございます。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 以前も同じよう

な質問をさせていただいたことがございまして、今

ほど産業振興の人財育成事業に市職員が参加するこ

とはできないのかというお答えの中では、お答えは

同じだったのでございますが、このたびは民間企業

との連携を強く感じているというご答弁をいただき

ました。今後具体的にどういった研修内容をお考え

なのか、例えば今現時点でお考えのことでよろしい

ので、その内容をお聞かせいただけますでしょうか。

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） さまざま研修機会の中、

とりわけ先ほども申し上げましたが、新採用職員研

修としての特別養護老人ホームでの実習につきまし

ては本年度より始めたものでありますし、青年団体

への派遣につきましても昨年より取り組むなど、研

修内容を工夫してきているところでございますが、

こうした研修が単発に終わるのではなく、また他の

職員につながり、広がりを持っていくことが重要で

あると思いますので、この点も考慮いたしまして今

後も継続実施していきたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 その継続性と広

がりといった部分で、今後ますますその広がりの部

分で期待をさせていただきたいというふうに思って

ございますので、よろしくお願いいたします。 
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 続きまして、大綱５、市制60周年を祝う環境づく

りについて、①、市内各所での装飾についてお伺い

いたします。ことし赤平市は還暦、60歳を迎えます。

先日このことを市民の方に話して会話をしてみます

と、全然感じられないといった言葉であったりとか、

初めて知ったという言葉も返ってきました。わかっ

ているのは、こういったことにかかわりのある者た

ちだけが現状だというふうに捉えた次第でございま

す。そこで、さらに市民や通りすがりの方々に市制

60周年を迎えたというこの事実を周知して赤平市の

まちに対してさらに意識していただき、祝う思いや

この年を記念した活気ある地域活動の発展などにつ

なげる雰囲気づくりをぜひとも構築していけるよう

な考え方をするにはどのような手段があるかという

ふうに考えました。まずは、市内が通常と同じで何

も60周年というにぎわいが感じられないということ

の中から、市内各所に60周年を周知するための看板、

旗であったりとかポスターなど設置していただき、

市内企業にも協力していただきながらその機運を高

めることも必要と考えてございますが、いかがお考

えでしょうか。 

 また、最低でも庁舎に訪れる方々にわかっていた

だける元気で明るい看板の必要があると思います

が、この点につきましてもいかがお考えでしょうか。

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 市内各所での装飾につ

きましてお答え申し上げます。 

 市制施行60周年記念式典につきましては、赤平高

校の生徒さんたちのご協力いただきまして、まさに

手づくりでつくり上げていきたいと考えておりまし

て、看板につきましては当日会場の入り口に設置す

ることは予定しておりますものの、ＰＲするための

各所看板等の設置につきましては特に計画してはご

ざいませんでしたが、各事業のポスターやチラシな

どに60周年記念の冠をつけ、ＰＲしておりますほか、

お話のように庁舎に立て看板を設置するなど、でき

る範囲で行わせていただきまして、市民の皆様とお

祝いする60周年を迎えるムードの一助になればとい

うふうに考えてございます。このほか、60周年記念

事業全体のスケジュール等のご案内を載せましたポ

スターを自前で作成、プリントいたしまして市内各

施設に掲示するなど工夫していきたいと考えてござ

います。よろしくご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ぜひ赤平市の誕

生日を祝う節目、60歳という節目に赤平が喜ぶよう

な市内の装飾についてさらにご検討いただきたくお

願いいたします。ぜひ庁舎前の看板、大変明るくセ

ンスのよい看板を期待してございますので、よろし

くお願いいたします。 

 ②、情報発信の強化についてお伺いいたします。

ただいまブログの休止でインターネット上での情報

配信が低迷しているところではございますが、せっ

かくこの60周年を迎えるという時期にさらなる情報

発信の方法と工夫をしていただきたいなというふう

に思ってございます。最近では、動画配信を行って

いる自治体も多く見られます。例えば市長や市職員

みずからがレポーターとなりまして、イベントのＰ

Ｒなどの動画配信をしているところもふえてきてご

ざいます。当市におきましても60周年に関連した事

業ＰＲなどは、映像の配信を工夫するといったこと

も考えられるかというふうに思います。さらに、近

隣ラジオ局との連携や街頭放送なども含め、60周年

を明るく祝うムードづくりのさらなるご検討をいた

だきたいというふうに思ってございますが、この点

につきましてはいかがお考えでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 市制施行60周年に係り

ます情報発信の強化につきましてお答え申し上げま

す。 

 市制施行60周年記念事業につきましては、広報ま

たはホームページにおいて紹介させていただいてい

るところでございますが、その他の方法といたしま

して現在ブログは閉鎖しておりますものの、そのか
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わりにフェイスブックにおいて当市の魅力をお伝え

するということで開設してございますので、その活

用が考えられ、記念事業の様子を写真をつけ紹介す

るなど考えられるところでございます。このほか、

各記念事業の映像の配信までは編集などの作業もあ

り、困難と考えているところではございますが、60

周年記念事業ではありませんが、市役所のロビーに

おいて４炭鉱の歴史のＤＶＤなどを放映するなど、

赤平市の60年の歴史に触れることができるよう工夫

してまいりたいというふうに考えてございますの

で、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 先ほど社会教育

課のほうにお伺いをして、60周年を節目としたいろ

いろな広報の記載を考えているということもござい

ましたので、またそういったところとも連携をして

いただきながら、そういった映像配信であったりと

か、さらに今ユーチューブであったりとか、インタ

ーネット上で行政が発信している映像の流れという

のもぜひいろいろと参考にしていただきたいなとい

うふうに思うのです。文章や写真で大変楽しまれて

いた赤平のブログも大変好評をいただいていたのは

確かなのですけれども、やはり言葉だったり表現で

関係の職員が伝える映像の配信のものも大変参考に

なるのではないかなというふうに思ってございます

ので、ぜひそのあたりも担当の方たちと検証してい

ただきまして今後の情報発信につなげていただきた

いなというふうに思ってございます。 

 以上で私の一般質問を終わらせていただきます。 

〇議長（若山武信君） 質問順序３、大綱１、定員

適正化計画について、２、定住自立圏構想について、

議席番号１番、向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 通告によりまし

て、質問いたします。よろしくご答弁のほどお願い

いたします。 

 初めに、大綱の１番、定員適正化計画についてお

伺いしたいと思います。今までは、行財政改革の達

成に重点を置かれたということでありましたけれど

も、ようやく財政が計画を上回って達成された今、

市民サービスや給与の減額緩和がなされ、新規採用

もなされてきておりますけれども、これからは職員

の数やあり方についても考えていかなければならな

い時期に来ているのではないかというふうに思いま

す。 

 それで、最初の現在の定員適正化計画の考え方に

ついてお聞きしたいと思います。市では、平成17年

度に定員適正化計画を策定されましたが、計画では

平成22年までの５年間で58名、12.6％の削減計画で

あったと思います。しかし、実際は165名、35.9％と

いう数字が24年度に出ておりますが、行財政改革だ

けではないさまざまな要因があろうかと思います

が、この大幅な減少の影響と今後どのようにお考え

なのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 定員適正化計画につき

ましてお答えいたします。 

 定員適正化計画につきましては、国からの地方公

共団体における行政改革の推進のための新たな指針

や地方公共団体における行政改革のさらなる推進の

ための指針、このような指針などの通知の中で平成

17年から平成22年までの５年間の数値目標を掲げま

して公表、実行するよううたわれ、策定したもので

ございますが、この策定後たび重なる財政危機の回

避や病院経営健全化のため一般職の退職者不補充、

部制の廃止や公共施設の統廃合などによる組織機構

の見直し、早期退職の実施などによりまして計画を

大幅に上回ったものでございまして、以後につきま

しても本年度におきましても消防の広域化によりさ

らに対平成17年度の削減率は下がると見込まれるも

のでございます。こうした職員数の削減に際しまし

ては、１人当たりの事務量は増加いたしますが、住

民サービスの低下を招かぬよう努めてきたところで

ございまして、またご存じのとおり事務事業の増加

や退職者の補充のため平成22年度より一般職員の採

用も再開しており、再任用もスタートしてございま

すことから、今後におきましても事務事業量に合っ
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た適切な職員数の管理に努めてまいりたいと考えて

ございます。よろしくご理解賜りますようお願い申

し上げます。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 これは、国が進

めてきておる行財政改革によって定員の適正化であ

るとか、財政の健全化指標であるとか、企業会計の

導入によって財政危機、病院経営の健全化が求めら

れた結果、勧奨退職を進めたこと、また給与の減額

が重なって予測を超えた職員の減少を招いたのでは

ないかと私は考えておるのでありますけれども、当

然そうなると不足した職員に合わせて市民サービス

の低下を招かないような対策、事務の効率化など対

応されてきたと思いますが、嘱託、臨時が雇用され

てきているものと思いますけれども、特別な資格や

技能が必要である部分が多いとは思いますが、しか

し一般的には短期的な雇用が主体であって長期にわ

たっての嘱託、臨時として雇用すべきことはいかが

なものであるかと思いますが、本来職員として雇用

すべきではないかと思いますが、この②の嘱託、臨

時のあり方についての考え方をお聞きしたいと思い

ます。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 嘱託、臨時のあり方に

ついてということのご質問でございました。お話あ

りましたとおり、職員の不足に合わせて任用したと

ころでもございますが、夜間の介護業務やシルバー

ハイツの管理に係る委託業務を嘱託職員により直接

行うことといたしましたり、学校支援員の配置など

の新たな業務の対応はありましたことから、平成17

年度に比較いたしますとふえているところでもござ

います。職員を採用いたしまして補充いたしました

ならば、当然配置した臨時、嘱託職員は減らさなく

てはなりませんが、臨時、嘱託職員の中には保育士、

看護師、介護員のような資格の必要な職も含まれて

おりまして、マンパワーの確保からどうしても長く

なるケースもございます。よろしくご理解賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 一般に委託業務

を嘱託で行うということは、財政の効率的な面から

はよいと思いますけれども、季節的、一時的な仕事

であればわかりますけれども、市民から見ると職員

と嘱託とかという、そういう区別がつかない、同じ

市の職員と見るわけでありますし、また雇用する側

といいますか、同じような仕事をしていただかなけ

ればならない、特別な資格を必要とされながらも問

題はやっぱり嘱託、臨時という待遇面で職員との差

が大きいわけでありまして、民間企業とのバランス

ということもありましょうが、その点を今後配慮し

ていただけることを希望しております。 

 次に、③の年次有給休暇についてお聞きしたいと

思います。この年次有給休暇というのは、労働者の

心身の疲労を回復させて労働力の維持培養を図るこ

とを目的として、休日以外に賃金をもらいながら自

分の希望する日に休みをとることのできる制度であ

りまして、有給休暇は働く者にとっての特別な権利

であると思いますが、市の24年度の職員の有給休暇

の状況を見ますと24％の消化率でありますが、この

点はどういうふうにお考えなのかお聞きしたいと思

います。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 年次有給休暇について

のご質問にお答えしたいと思います。 

 平成17年の年次有給休暇消化率は22.6％まであり

ましたが、一時期20％まで下がったこともありまし

たものの、今お話しのとおり平成24年につきまして

は24％となってございまして、平均使用日数も9.5

日と全国市区町村の平均使用日数でございます10.5

日と比較いたしますと少な目ではありますものの、

ある程度取得しやすくなってきたのではないかとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 日本人は、仕事

はきちんと定時に出勤し、土日だけ休み、こつこつ
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と仕事をすることが勤勉な日本人のことであるとい

うことで、本来休暇を使うということが下手だとい

うふうに言われておりますけれども、平均的な日数

を消化しているということはどういうことかという

ことは、どうも実態は親族の不幸に参加するために

とるとか、何か特別のために有給休暇を使うという

のが一般的であって、本来の有給休暇の目的である

労働力の維持培養が図られるような使い方というの

がなされていないのではないかというふうに思いま

す。これは、やはりヨーロッパなどでは１カ月にも

なるバカンスという有給休暇もありますし、こうい

うことをして市民のサービス、職員のモチベーショ

ンややる気やリフレッシュをさせるということがよ

りよいサービスにつながるのではないかというふう

に思います。有給休暇の勧めというわけではありま

せんけれども、特にここにいらっしゃる理事者を初

め管理職の方々に率先して休暇をとっていただいて

リフレッシュしていただいて仕事をしていただける

ということを進めていかなければ、職員はなかなか

とれないのではないかということがありますので、

よろしくお願いいたします。 

 これまで職員の適正配置について、また関連した

質問してまいりましたが、行財政改革で職員数が減

少いたしました。特に管理職のクラスが一挙に減っ

たということが要因であると思いますが、職員の異

動について管理職の異動が少なく、相当長期にわた

っているのではないかという指摘がありますが、専

門性を有する仕事柄でもありますが、人材の育成な

どに影響がないのか、その功罪についてどのように

お考えなのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 副市長。 

〇副市長（浅水忠男君） 職員の長期にわたる配置

ということでご質問ありましたが、私のほうから答

弁させていただきたいと思います。 

 財政の立て直しを図るために、ご承知のとおり赤

平市の財政健全化計画を策定いたしましたが、その

中で平成19年度以降組織の見直しによります部制の

廃止や課の統合などを行いまして人口規模に見合っ

たコンパクトな組織づくりを進めてまいりました。

さらには、地方分権の対応などの課題によりまして

短期的な人事異動は極力避け、分権によるいわゆる

権限移譲に対応するために一定の専門性を確保でき

るよう配慮してきましたことから、お話のとおり一

部配置が長くなっている課長職等がいることは事実

でございます。一方では、人事異動は組織の活性化

にもつながるということも考えられておりますこと

から、このことも十分念頭に置きまして、分権によ

る権限の移譲は今後も少しずつ続くと思いますけれ

ども、今後におきましても行政サービスの低下を招

かぬように一層人事配置に努めてまいりたいという

ふうに思いますので、よろしくご理解のほどお願い

を申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 こういう人事の

中で最も難しいのが継続性を持って後継となる管理

職の人材をいかに育てていくかにあるかと思います

ので、今後もいろいろ検討していただきたいという

ふうに思っております。これから管理職比率である

とか、年功序列制などについても今後も勉強させて

いただきたいと思いますが、続きまして今の大綱の

適正配置計画で最も影響を受けたのではないかと思

われる病院について同じような質問をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ④の病院の看護師等の配置についてでありますけ

れども、１つは平成17年に同じように定員適正化計

画を策定された中で同じく削減されてきて最終的に

は24年で35.9％という数字になりましたけれども、

これは市職員全体の数字でありまして、この中身を

見ますと病院の職員の減少率が最も多いというふう

な結果でありますので、これは病院の健全化計画な

どの影響というのが大きく影響していると思います

が、現在の職員の適正配置計画の中では病院の部分

はどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

〇議長（若山武信君） 病院事務長。 

〇市立赤平総合病院事務長（實吉俊介君） 病院の
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看護師等の配置についてお答えいたします。 

 平成17年度の定員適正化計画では、市立病院につ

いて対象外でありましたが、これまで病院は経営の

安定を目指し、赤平市財政健全化計画、病院改革プ

ラン、経営健全化計画の策定を通しまして計画的に

病床の削減、経費の抑制に努め、患者数の規模に合

った病床の体制を確保し、これによりまして看護師

を中心とした医療職の退職も生じまして現在に至っ

ております。その結果、平成23年度より21年ぶりに

経常収支は黒字となり、現在が適正な規模であると

認識し、欠員がこれより生じないようこの規模に合

った適正な人員、人材の確保も常に進めてまいりま

した。しかし、この４月の診療報酬の改定から当院

にも影響されると思われる新たな診療報酬の内容が

織り込まれていること、また来年度からは新病棟で

の運営となるため、改めて診療の体制や規模、医療

機器の見直しや更新など、十分再検証していかなけ

ればならない時期に来ていると認識させていただい

ております。 

 また、嘱託職員、臨時職員につきましては、家庭

の事情などによりフルタイムで働けない方や勤務可

能日数に制限のある方など時期的、時間的な要件も

含め、有資格者及び短期的雇用者として各職場での

必要性を十分考慮した上で採用させていただいてい

るところでありまして、特に資格を有する方の確保

は難しく、一部採用が長期となっている方もいらっ

しゃいます。病院は企業会計でありまして、国の医

療制度改革や診療報酬の改定など、その都度目まぐ

るしく変わる医療情勢にも即時対応していかなけれ

ばならず、病床の特性や看護の体制につきましてそ

の都度的確に対応していかなければなりません。そ

のため職員の採用に関しましては、今後も病院全体

経費の中で経営の安定、収支のバランスを十分考慮

した上で慎重に進めていかなければならないと考え

ております。 

 あわせまして年次有給休暇につきましては、市役

所同様各職場内の繁忙期や個人個人の考え方により

それぞれの業務状況を十分考慮した上で消化してお

りますが、今後も職員の健康管理面も考慮しつつ適

宜管理、把握してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 それぞれ今まで

病院の健全化計画の中を見させていただきまして、

常に職員の配置ということで焦点になってきたわけ

で、病院というのは特殊な資格を持った人を配置し

なければならない。看護師であるとか、医師もそう

でありますけれども、特殊な仕事だということで特

に近年はこういう資格を持った人材の確保が非常に

難しいという時代になっておりますので、今後も細

心の注意を払ってこういう有能な人材といいます

か、資格のある人材の確保に努めていかれていただ

きたいというふうに思っております。 

 次に、新病棟における職員の配置計画についてお

聞きします。入院病棟の建てかえのときにそれぞれ

説明されておりましたようですが、新しい入院病棟

では規格が変わることによって加算措置がなされて

病院の収入が現状よりはふえるというふうに言われ

ておりますけれども、これは要するに新病棟を建て

る、規格が変わるだけで加算されるのか。また、今

言われていましたような職員や看護師の配置などの

基準ということが新たにあるのかどうか。また、そ

ういうことについて新病棟の職員の配置計画がある

のかどうかということについてお聞きしたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

〇議長（若山武信君） 病院事務長。 

〇市立赤平総合病院事務長（實吉俊介君） 新病棟

における職員の配置計画についてお答えいたしま

す。 

 ご質問の対象であります加算措置とは、診療報酬

においてこれまで取得させていただいております療

養病棟療養環境加算の３ということですけれども、

平成24年度の診療報酬の改定によりまして施設基準

の要件が変更され、取得できなくなりました。現在

は、施設基準を満たす病棟の建設計画がある場合に

おいて減算とはなりますが、暫定的に療養病棟療養
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環境改善加算１として確保できているのが現状であ

ります。そこで、今般の新病棟が完成した後には病

室の面積と病棟の廊下幅など、新たな施設基準を満

たした上で療養病棟療養環境加算１を新たに取得す

ることができますが、これにつきましては人員配置

についてこれまでの職員配置のままで取得できるこ

とになっておりますので、ご理解いただきたいと思

います。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 これから地方の

公立病院の最大の課題は、やはり先ほども申しまし

たような医師や看護師の確保であると言われており

ます。また、新しい病棟ができたときに今まで以上

に職員が生き生きと働いて市民が喜んでいただける

ようなことになっていただきたいというふうに望ん

でおります。 

 次に、大綱の２の定住自立圏構想についてお伺い

いたしたいと思います。１つは、５市５町の包括的

な取り組みについて。砂川、滝川を中心とする定住

自立圏構想が提案されておりますけれども、協定は

中心市と周辺の取り組みが主体でありますけれど

も、この中空知全体、５市５町をまたいでの定住自

立圏構想は合併によらない広域連携であるというふ

うな見方もできます。今までも個別にごみ、下水道、

火葬場など多くの分野での広域事業がありますけれ

ども、５市５町の今後を考えると中空知を一つと考

える合併によらない全体の枠組みの自治構想があっ

てもよいのではないかということで、これは総務省

とか大学なども含めた話し合いを進めるのはどうな

のかということについてお聞きしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） ５市５町の包括的

な取り組みについてでございますが、国の定住自立

圏構想推進要綱に定住自立圏形成の目的は中心市と

近隣市町村がみずからの意思で１対１の協定を締結

することを積み重ねる結果として形成される圏域で

ある、互いに連携協力することにより圏域全体の活

性化を図ることを目的とすると記載をされておりま

す。つまり中空知で申し上げますと、中心市となる

滝川市と砂川市、そして連携市の赤平市との協定締

結にとどまるのではなく、中心市以外の中空知の市

町全てがそれぞれ同様の協定締結を行うことで中空

知全体の定住自立圏域が成立することになります。

このため、今後正式な協定書を締結した後に中心市

において共生ビジョンを策定することになります

が、このビジョンが議員の言われる自治構想と同様

なものとなります。ビジョン策定の際は、中空知５

市５町の民間や地域の構成員で圏域共生ビジョン懇

談会が設置されるほか、行政機関においても首長を

構成員とする定住自立圏推進会議、企画担当課長を

構成員とする定住自立圏幹事会が設置をされ、それ

ぞれの組織が並行して協議に臨み、最終的な素案が

まとまった段階で中空知の住民を対象としたパブリ

ックコメントなども予定されておりますので、ご理

解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 今市長だとか部

課長、事務方などのレベルを超えた民間などの圏域

共生ビジョン懇談会が設置されるというふうにお聞

きしましたけれども、このことについてはどのよう

な内容であるのか、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 共生ビジョン懇談

会は、民間レベルでの話し合いが行われることにな

りますが、現段階では構成員の数やどういった分野

から選出するかなど決定はいたしておりませんが、

基本的にはこの懇談の場が民間の意見を反映する場

ということになります。また、共生ビジョン懇談会

以外で民間の意見をより反映させるという場合は、

それぞれの市町の判断によりまして地元内で協議を

行っていただき、その結果を共生ビジョン懇談会や

先ほど申し上げました推進会議、あるいは幹事会の

中で意見等を提案していくという形になってまいり

ます。 
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〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 こういうことで

私は、将来的には中空知の５市５町に住む住民は全

体が一つの生活圏と考えていくことが必要ではない

かというふうに考えております。市町村ごとの自治

を妨げるのではなくて、自治体を超えた、例えば通

学区域の枠を超えた学区であるとか、中高一貫につ

ながる教育体制のあり方だとか、広域のＮＰＯやボ

ランティア団体など、こういう１つの市町村の枠を

超えた民間レベルの結びつきが提案されるように望

みたいと思いますし、先ほども言いましたような広

域の圏域の観光のあり方についてもそうであります

けれども、定住自立圏構想というのがまだ始まった

ばかりでありまして、住民の理解がまだまだ知られ

ていないところでありますけれども、現状の広域連

携をはるかに超えた住民の生活にかかわってくる部

分が今後広範囲にわたってくるのではないかという

ふうに思っておりますので、今後の展開に心配りし

ながら進められることを私から希望いたしたいとい

うふうに思っております。 

 以上で私の質問を終わりたいと思います。今まで

ご答弁ありがとうございました。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時５４分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序４、１、自主財源と標準税率の考え方に

ついて、２、胃がん撲滅の取り組みについて、３、

歩行者の安全・安心対策について、議席番号６番、

五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 通告に従いま

して、一般質問させていただきたいと思います。午

後から最後の１人の質問者となりました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 まず、件名の１、自主財源と標準税率の考え方に

ついて伺いたいと思います。まず初めに、平成18年

12月に地方分権改革推進法が成立し、同法に基づき

設置された地方分権改革推進委員会からこれまでに

分権型社会実現に向けた勧告がなされるなど、動き

は加速しているとの認識に立っているわけでありま

す。しかし、分権型社会を実現する上での大きな課

題として、歳入面の課題であり、地域の実情に応じ

た施策を展開するための地方税財源の確保を求める

中で、市町村がみずから持つ課税権に基づいて自主

的に財源を確保する方法が求められているものと思

います。その中でどのような原則が市町村の自主財

源確保においてより重要視されるべきなのか、市町

村間の税収格差が広がるような充実策は望ましくな

いという観点から、自主財源を確保する方法を検討

するに当たっては十分で安定的な税収確保が図ら

れ、かつ応益性が明確になっていることが重要であ

るといった考えも示されております。市町村が課す

べき税目は、普通税として市町村税、固定資産税、

軽自動車税、市町村たばこ税、鉱産税及び特別土地

保有税などであり、目的税として入湯税があります

が、税を課すことができるものとして都市計画税、

水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康

保険税の５つの目的税が規定されておりますが、今

回の質問では標準税率の考え方について当市として

超過税率を採用している軽自動車税、固定資産税、

都市計画税に絞ってお伺いいたしたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 当市は、平成18年度より財政再建に取り組み、軽

自動車税の推移では標準税率1.0を1.2に、さらに20

年度から1.5に税率を引き上げましたが、24年度より

超過税率を1.2に戻しております。そこで、道内都市

35市の税率状況は、本年４月段階で約７割が標準税

率を採用している状況にありますことから、考え方

について伺いたいと思います。 

 都市計画税につきましては、財政再建に取り組む

以前は標準税率0.2でありましたが、18年度より0.3

の超過税率を採用しておりますが、都市計画税の公

益性と財政再建での0.3の超過税率採用との整合性

をどのように捉えておられるのか伺いたいと思いま
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す。 

 固定資産税については、標準税率は1.4であります

が、当市は18年度の財政再建に取り組む前から1.5

という超過税率でありましたが、25年度より0.05下

げて1.45の超過税率になりました。道内35市のうち

26市の多数が標準税率1.4を採用しております。そこ

で、都市計画税と固定資産税を見ますと、都市計画

税では0.3の超過税率と固定資産税では1.4の標準税

率を合わせた税率1.7を26市が採用している現状か

ら、税の格差を解消していく上からも考え方につい

て伺ってまいりたいと思いますので、お願いいたし

ます。 

〇議長（若山武信君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 税に関するご質問

でございますが、行財政改革の観点から私のほうで

お答えをさせていただきたいと思います。 

 最初に、軽自動車税に関しましては、あかびらス

クラムプランに基づいて平成18年度から標準税率の

1.2倍に改正し、さらに赤平市財政健全化計画に基づ

き平成20年度から1.5倍に改正したところでありま

すが、平成23年度に病院事業会計の不良債務解消な

ど財政課題を克服したことを機に平成24年度から

1.2倍に改正をしております。そこで、標準税率に戻

すことができないかとのご質問でございますが、地

方税法等の一部を改正する法律が施行され、平成27

年４月１日から軽自動車税は現行の標準税率の1.2

倍から1.5倍と大幅に引き上げられることになって

おり、このことで住民負担が増大することになりま

すので、さらに現行どおり1.2倍の負担をお願いし続

けることは難しいと考えており、平成27年度に向け

て軽自動車税の税率を標準税率に改正することを検

討してまいりたいと思います。 

 次に、都市計画税に関してでございますが、平成

25年度道内において標準税率である0.2％を選択し

ている市は35市中２市、5.71％といった状況であり

ます。都市計画税は、受益者負担によって道路や公

園、下水道などの財源を確保するための目的税の性

格から、まだまだ市町村としては多くの事業課題を

抱えているため、道内30市、85.72％の市が0.3％の

税率を選択しており、当市においても着実に都市計

画事業を展開する必要性があることから、現段階で

の標準税率への見直しは予定しておりません。 

 最後に、固定資産税に関してでございますが、同

じく平成25年度道内において固定資産税の標準税率

である1.4％を選択している市は26市、74.28％とな

っております。当市は、平成25年度から1.5％を1.45

％の税率に引き下げておりますが、３年ごとの評価

がえによる減収や平成27年国勢調査人口の人口減少

による地方交付税の減収も予想されることから、標

準税率にするための努力は必要でありますが、中期

的な財政見通しの中では当面現行の税率を継続せざ

るを得ないというふうに考えております。 

 以上申し上げましたように、軽自動車税につきま

しては標準税率への改正を検討いたしますが、都市

計画税並びに固定資産税につきましては標準税率へ

の改正を目標としつつも、現段階としては厳しい現

状にあることをご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 軽自動車税に

ついては、地方税法の一部改正する法律の施行にあ

わせて住民負担を軽くする上で標準税率の1.0％に

改正することを検討していただけるということで、

市民の皆さんは大変にありがたいと喜ぶと思いま

す。ぜひよろしくお願いいたします。 

 固定資産税と都市計画税についてですけれども、

この点についてはいきなり今質問していきなりいい

答弁もらおうと私は思っていないのですけれども、

なかなか標準税率への改正を目標としつつもという

お話がありましたので、この目標としつつもをいつ

までも目標としつつでいられたら困るので、あえて

一言だけ申し添えて終わりたいと思いますけれど

も、現段階としては大変厳しい状況だということは

わかりました。理解いたしましたけれども、またあ

えてそういう現状であるということをご理解いただ

きたいと言われましても、そうですか、理解いたし
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ましたとはなかなか言えない話でありまして、固定

資産税は道内の都市では、ちょっと調べてもらった

のです。昭和42年から出てきました。よく全部北海

道の中の都市を調べましたら、その昭和42年時点で

ほとんどの市が超過税率を課しているわけです。赤

平市だけではなかったのですが、ここにきてそのう

ちの26市が標準税率にしているわけです、1.4に。で

すから、時代の流れとともに、最初はそうであった

かもしれないけれども、こうやって導入しているわ

けでありまして、それに新年度から固定資産税につ

いては0.05下げていますから、もっともう一つ0.05

下げれば標準税率の1.4になります。それで、都市計

画税の0.3と合わせたら1.7になるわけです、当然な

のですけれども。これを採用しているのが26市ある

のです。ですから、あと固定資産税の0.05下げれば

26市並みに赤平市もなると思うので、いつまでも目

標にするのはわかりました。けれども、目標から現

実のものとなるように、税の負担を少しでも軽くし、

公平にしていくために一層の努力を担当のほうにし

ていただきたいことを強くお願い申し上げて、この

質問終わりますから、よろしくお願いいたします。 

 次の件名２、胃がん撲滅の取り組みについて伺い

ます。①、ピロリ菌対策について伺います。ピロリ

菌は、胃の粘膜に生息する細菌で、慢性胃炎や胃、

十二指腸潰瘍、胃がんなどの原因の99％を占めると

されております。国内で少なくとも3,500万人以上が

感染し、年間で５万人ぐらいがお亡くなりになって

いるそうであります。特に50歳以上は、感染率が高

いようであります。胃酸が十分に出ない乳幼児期に

井戸水を飲むなどして感染し、その親からの口移し

などで二次感染する可能性が高いと言われておりま

す。 

 そこで、アの中学生対象のピロリ菌検査について

伺いたいと思いますけれども、このような背景から

現在中学生対象に検査、除菌を行うことで胃の病気

の予防を図り、将来的には二次感染を防ぐことがで

き、今の中学生の感染率は５から８％と低く、少な

い予算で効果的できめ細かな対策ができるとされて

おりますことから、将来の胃がん撲滅に期待できる

ものと思いますが、お考えを伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） お答えいたし

ます。 

 ピロリ菌は、胃に生息する細菌で、胃炎、胃潰瘍、

十二指腸潰瘍、胃がんなどに密接な関係にあるとさ

れております。日本消化器学会の発表によりますと、

日本人の半数以上はピロリ菌に感染していると言わ

れ、ピロリ菌に感染しても一部の方しか潰瘍や胃が

んにならないとされており、これは菌の種類と感染

した方の体質により起きてくる病態が違うことから

で、全ての感染者からピロリ菌を除菌する必要はな

いとしております。胃がんの発症要因は、ピロリ菌

感染以外にも喫煙と過度の塩分摂取などが大きな要

因となることもありますことから、これらのリスク

要因をなくしていくことも重要であります。しかし、

ピロリ菌の感染は胃がんの一つの要因でもあり、除

菌することでピロリ菌感染を原因とする慢性胃炎や

潰瘍から発症する胃がんのリスクを減少させること

ができます。本年度道内では、美幌町が中学生に対

し尿や呼気によるピロリ菌検査を実施し、感染者に

は除菌を行うことを予定しております。当市におき

ましては、ピロリ菌の除菌効果と除菌時のリスク等

を検証し、さらには検診実施機関と協議をしながら

検討していきたいと、そのように考えております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまの課

長からの答弁で、日本消化器学会の発表をもとにお

答えされましたけれども、北海道大学の浅香特任教

授は講演の中で胃がんの原因は多くがピロリ菌であ

ることが近年判明しているというふうに講演されて

おります。また、ことし２月には除菌治療の保険適

用対象が慢性胃炎患者にも拡大されておりますこと

から、国においても胃がん撲滅への取り組みが進ん

でいるものと私は思っております。そういう意味で

今後当市においても、答弁でありましたけれども、
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検診実施機関と協議して検討していくというお話で

ありましたから、これに期待を寄せていきたいと思

いますけれども、どうぞよろしくしっかり取り組ん

でいただきたいなというふうに思います。 

 次、イの胃がんリスク検診について伺いたいと思

います。ＡＢＣ検診と言われており、ピロリ菌感染

の有無と胃粘膜萎縮の程度を測定し、被検者が胃が

んになりやすい状態かどうかをＡからＣの３群に分

類する新しい検診法でありまして、血液による簡易

な検体検査であり、特定健診などと同時に行うこと

もできるようであります。ほんの数㏄の採血で行う

ことができ、しかも早期胃がんの発見率はバリウム

で行う胃の透視検査よりも２倍高いと言われており

ます。人によっては、胃がんの検診を受けたいが、

胃カメラもバリウムも苦手な方々が多くおりますこ

とから、胃がん撲滅に向けこのような取り組みも行

っていくべきではないかと思いますが、いかがでし

ょうか、お考えを伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 胃がんのリス

ク検診についてでございますが、前段でも申し上げ

ましたが、ピロリ菌の感染は胃がんの大きな要因で

もあり、ピロリ菌を除菌することで胃がんの発症率

を減少するとされていますが、ピロリ菌がいないと

胃がんにはならないというわけではないことから、

定期的にがん検診を受けていただくことが最も重要

なことでありますことから、引き続きがん検診の受

診啓発を行っていきたいと、そのように考えており

ます。 

 ご質問のＡＢＣ検診についてでございますが、胃

がんそのものを見つけ出す検診ではございません

が、胃がんにはピロリ菌の感染と胃粘膜の萎縮が強

く関与している場合もありますことから、血液検査

でピロリ菌とペプシノゲンの血液中の値を検査し、

正常のＡ群から危険率が高まるＢ、Ｃ、Ｄ群の４区

分とし、胃粘膜の炎症と萎縮を判定し、胃がんに対

するリスクを診断するものであります。この診断で

Ｂ、Ｃ群に属しますと内視鏡検査やピロリ菌の除菌

が勧められ、ハイリスクのＤ群になりますとすぐに

専門医療機関への受診が勧奨されているものでござ

います。いずれにしましても、内視鏡検査が必要と

なってきますので、判定の確実性の高い内視鏡検査

やバリウムによる検査を行うことが現状では最も有

効と判断しているところです。医学の進歩は目覚ま

しいものがございますことから、今後さらに負担の

少ない検査方法が確立することを切に願っていると

ころでもあります。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 本当に課長が

おっしゃられるように、定期的にがん検診を受けて

いただくことが何よりも撲滅のための第一歩という

ふうに思いますけれども、最近病気になる方の多く

ががんであると。まさかと思うのですけれども、胃

がんでも結構亡くなっている方がおりまして、がん

の中でも比較的原因がわかるがんの部類としては胃

がんの中のピロリ菌であったり、また子宮頸がんで

あったり、がんの中でも一番リスクが判明している

ものでありますことから、比較的検診にしっかり取

り組めば撲滅は私は可能だと思います。そういう意

味で担当のほうも胃がんであるとか、子宮頸がんで

あるとかの検診についてもしっかり取り組んでいた

だきたいということでお願いしておきたいと思いま

す。また、その意味においては、リスク検診につい

ても採血で可能であるということでありますので、

特定健診の中に取り入れることによって有効ではな

いかというふうに思いますので、この点についても

ぜひ取り組んでいただきたいということをお願いし

ておきます。 

 お答えの中にありましたように、医学の進歩は目

覚ましいものがあって、さらに負担の少ない検査方

法が確立されることを切に願うというふうにおっし

ゃられましたけれども、まず何よりも私が今回胃が

んに絞って取り上げたのは、同じがんの病気でも胃

がんに関してはリスクがはっきりわかっている以

上、前もって治せるもので私はあると思います。そ
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ういう意味で担当課長としてこの胃がんの撲滅は、

がんの中でも撲滅のできるがんと捉えておられるか

どうか、これだけちょっと確認しておきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 今議員さんか

らご質問あったとおり、胃がんのリスクというのは

先ほど言われたピロリ菌を由来とする潰瘍と、さら

には塩分のとり過ぎ、さらには喫煙、そういったも

のが非常に大きな要因となっておりますので、やは

り一つでもその要因をなくしていくことが胃がんに

なるリスクを下げるという非常に重要なことになる

と思いますので、やはりそういったものを少しずつ

排除しながらがんにならないようなことはできると

いうことがまさに今おっしゃるとおりでないかな

と、そのように思っておりますので、引き続きそう

いったことも含めてがん予防ということで捉えまし

て普及啓発を図っていきたいと、そのように思って

おります。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 よろしくお願

いいたします。 

 それでは、件名３の歩行者の安全、安心対策につ

いて伺いたいと思います。①の平岸東町会館付近の

現状と対策について伺います。これまで東町、仲町

方面の国道に関して質問をさせていただいて、歩行

者の安全、安心確保に取り組んでいただき、現在は

歩道と車道が確保されるようになりましたが、一部

歩道なのかわからない状態のところも今は歩道なの

だということがよくわかるように整備されましたけ

れども、舗装はされておりませんので、地域の方は

何とかならないのかという声も中にはあります。ま

た、緩やかなカーブながら国道なので、車の往来も

あり、道路を渡るのにも大変な思いをされている方

々もおります。そういったことから、横断歩道、手

押し信号機などの対策は講じられないものでしょう

か。高齢社会に伴って車を手放す方も出てきており

ますので、当然バスなどの利用もあり、安全に安心

して渡れるよう取り組んでいただきたいと思います

が、この点いかがでしょうか、お考えを伺いたいと

思います。 

〇議長（若山武信君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（野呂道洋君） 平岸東町会館付近

の現状と対策についてお答えいたします。 

 平岸東町会館の歩道等の整備につきましては、こ

れまでも地域から整備要望があり、国道を管理して

おります北海道開発局札幌開発建設部には整備要望

をしてまいりましたが、片側には歩道が整備されて

いる状況などから、実施は難しいとの回答がありま

した。しかし、昨年地域からの強い要望に対して理

解をいただき、住宅がある区域について簡易的な手

法ではありますが、歩道が整備されたところであり

ます。舗装化や整備区間の延長等につきましては、

これまでの協議経過から難しい状況にあると思われ

ますが、引き続き要請してまいります。 

 また、平岸東町会館付近の横断歩道、手押し信号

の設置につきましては、北海道公安委員会の所管す

るところではありますが、交通弱者でありますお子

さんや高齢者の方の国道横断に危険が伴っている現

状を理解しますが、道路がカーブしており、さらに

は冬期間道路幅も狭くなり、運転者からの見通しも

悪くなることから、過去に町内会としても横断歩道、

手押し信号の設置要望を検討したことがありました

が、設置要望を断念したという経過でございます。

このような経過ではありますが、当該地域の交通安

全につきましては今後も赤歌警察署や町内会のご協

力を得ながら取り進めてまいりますので、ご理解を

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 過去において

町内会として横断歩道、手押し信号の設置要望の検

討を道路のカーブなどによって断念したという経過

があるようでありますけれども、極端なカーブでは

ないのです、あそこ。緩やかなカーブなのです。そ

れで、こういう形態の緩やかなカーブのところに信

号ついているところもあります、ちゃんと。それに
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は、この先信号機あり、信号ありというふうに看板

がついております。見やすいです。そういうものが

あれば、たとえ冬であっても可能だと思います、信

号機がこの先にあるということがわかれば。極端な

カーブでないわけだし、そういう意味でだんだん年

とともに歩く速度も遅くなって対岸のほうに渡ろう

と思っても時間かかるわけです。それで、そういっ

たことの状況にあった方が自分もこうして歩行弱者

というのか、交通弱者というのか、そういうふうに

なると思わなかったと、歯がゆいというふうに言っ

ております。そういう意味でこれからも交通安全に

ついては、交通弱者については優先して守るべきと

私は思っていますけれども、お答えの中で赤歌警察

署や町内会の協力を得ながら交通安全取り進めてい

くということでありますので、私もそのやりとりを

見守っていきたいと思いますけれども、こういった

意見もこの地域にはあるということを課長ぜひわか

っていただいて取り組んでいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 次、②、豊栄河畔通の現状と対策について伺いた

いと思います。並木公園と並行しての市道でありま

すが、宮下町からの出入りの道幅は歩道がないにし

ても車が走っても避けられる余裕は多少あります

が、中ほどの道幅は６メーターもない状況で、児童

館に通う子供たちは自転車で並木公園の道を利用し

ている子もおります。その一方では、看板に２輪車

は禁じられており、さらに歩行者がいる場合は対向

車線に出るくらい大きく膨らんでいかないと避けら

れない状況にあります。道路である以上、当然歩行

者も通りますことから、この道幅の確保も必要と思

いますが、この点のお考えについて伺ってまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 豊栄河畔通の現状と対策

についてお答えをさせていただきます。 

 豊栄河畔通は、東宮下踏切付近の道道赤平滝川線

を起点とし、並木公園に並行し、豊栄団地横を通過

し、豊通を終点とする延長約750メーターの市道で、

昭和50年代中ごろに豊栄団地付近の一部区間が舗装

化され、その後整備区間が空知川河川敷地内である

ことから、並木公園など周辺整備にあわせ、河川協

議を経ながら平成元年から４年にかけて整備された

ものであります。現在の道路形態は、２車線を確保

した車道幅員5.5メーターであり、市道としては標準

的な構造となっております。市道の整備につきまし

ては、道路形状や整備の緊急性、地域要望、事業採

択要件等から判断しており、現在は砂利道等の未整

備区間や凍上等による老朽化が著しい箇所及び利用

状況から２次改築を要する区間の整備を進めている

ところであります。また、歩道整備につきましても

道路利用者の安全確保を目的として通学路に指定さ

れた道路や車両、歩行者の通行量の多い道路を優先

的に整備を進めてきたところであります。そのよう

な状況にありますことから、豊栄河畔通の歩道整備

等の２次改築事業につきましては、現在進めており

ます事業が優先しますことから、早期な整備は難し

いものと思われますが、当面は維持的な対応を含め、

現状の道路管理の中でどのような対応ができるか検

討しながら、全市的な道路整備計画の中で事業の可

能性について検討してまいりますので、ご理解いた

だきたくお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 お答えの流れ

は、理解いたしました。その中で、ここは今答弁に

もありましたけれども、車道ということで5.5メータ

ーで、歩道がないわけです。横に並木公園があるだ

ろうとおっしゃられますけれども、私は道路である

以上歩道と車道が一緒にあって道路だという認識が

あったものですから、何せ5.5メーター、車がやっと

すれ違って、人が通ったら草むらの土手のほうによ

けていくか、雪のないときはそれが可能なのです。

雪のあるときは、雪山の上に上らないと避けられな

い。時には雪が降って除雪されても車がすれ違うこ

とが困難なときは、相手の車が行ってから車がまた

動くと、その中に人がいたときには雪山からしばら

くおりられないわけです。それは私も体験している
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から、こういう話になるのですけれども、それで歩

道の整備の考え方については本当に今の答弁で私理

解したのです。けれども、立派な歩道をつけろなん

て私は到底思っていないのです。だけれども、今の

現状で歩道らしきものを整備しようと思ったらでき

るのではないかなというふうに思っているのです。

その中で、お答えでは当面維持的な対応を含めてと

いうふうなお答えがあったものですから、どのよう

な対応を考えられるのかなというふうに思いますの

で、お考えを聞かせてください。お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 維持的な対応についてで

ありますが、現状の道路部分において例えば道路側

溝スペースや路肩部分の活用ですとか、冬期間にお

いては利用状況を見ながら拡幅除雪等の実施などで

ありますが、そのほかどのような対応が可能か検討

してまいりたいと考えておりますので、ご理解いた

だきたくお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 わかりました。

よろしくお願いいたします。 

 以上で質問終わります。 

                       

〇議長（若山武信君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 １時３１分 散 会） 
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